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１　はじめに　～計画策定の趣旨～  

　平成１５年７月、日本の急激な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化

に対応するため、次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進し、次代の社会を担う子ど

もが健やかに生まれ、育成される社会の形成に資することを目的として、「次世代育成支援

対策推進法」（平成１５年法律第１２０号。以下「次世代法」という。）が、平成２６年度

末までの時限立法として制定されました（その後令和６年度末まで延長）。 

この法律において、地方公共団体は「特定事業主」として、職員の子どもたちの健やか

な育成に向けた、計画的な取組を推進するための行動計画を策定することが義務付けられ、

本市においても「吉川市職員子育て支援プラン」を策定し、職員が仕事と子育ての両立を

図ることができるよう、プランの内容を実施してきました。 

　また、平成２７年８月、女性の職業生活における活躍を推進し、豊かで活力ある社会の

実現を図るため「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成２７年法律第６

４号。以下「女性活躍推進法」という。）が、令和７年度末までの時限立法として制定され

ました。この法律においても、地方公共団体は「特定事業主」として、女性の採用比率等

の女性活躍に関する状況の把握及び分析を行うとともに、定量的目標等を定め、行動計画

を策定・公表することが義務付けられ、本市も特定事業主行動計画を策定し、取組を進め

てきました。 

　こうした中、本市では、次世代法に基づく特定事業主行動計画及び女性活躍推進法に基

づく特定事業主行動計画がともに計画期間の満了を迎えたことから、令和３年３月に、関

連性の高い二つの法律に基づく特定事業主行動計画を一体的に策定し、取組に臨んできま

した。 

　今般、時限立法として制定された二つの法律がそれぞれ改正され、次世代法は令和１７

年度末まで、女性活躍推進法は令和１８年度末まで、有効期限が延長されました。こうし

た国の動向や社会の変化を踏まえ、今後はさらなる職場の意識改革が求められます。 

　本市では特定事業主行動計画の期間が令和７年度末をもって満了することから、これま

での取組を継承しつつより一層の推進を図るべく、次期計画を策定することとします。 

 

 

 

 



2 

２　計画期間 

　本計画の期間は、令和８年度から令和１２年度までとします。 

 

３　対象職員 

　全職員。ただし、本計画に定める目標（数値目標）については、特別職及び会計年度任

用職員を除きます。  

 

４　推進体制 

　本計画に掲げる取組の推進に当たっては、政策室が本計画の策定・変更、取組の実施状

況・数値目標の達成状況の点検・評価等を行うこととします。 

　また、各年度に１回、計画の取組状況について確認するとともに、目標の達成状況を把

握して、その結果を市公式ホームページに公表するものとします。 

　なお、各年度の取組内容やその結果を踏まえて、必要に応じてこの計画の内容を見直し

ていくこととします。 
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５　現状と課題 

本計画の策定に当たり、前計画において掲げていた目標の達成状況を確認しました。 

また、次世代法第１９条第３項及び女性活躍推進法第１９条第３項において把握が義務

付けられている項目について現状の確認を行い、令和６年度に実施した職員のエンゲージ

メント調査※の結果等も踏まえながら課題分析を行いました。 

 

 

 

◆前計画における目標の達成状況 

（１）年次有給休暇の平均取得日数・・・【達成】 

 

（２）男性職員の育児休業（１週間以上）取得率・・・【達成】 

 

（３）管理監督職に占める女性職員の割合・・・【未達成】 

 

≪以下、職員アンケート※項目について≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和元年度 令和６年度 目標値

 １１．１日 １３．５日 １２．０日以上

 令和元年度 令和６年度 目標値

 ０％ ８７．５％ ８５．０％以上

 令和元年度 令和６年度 目標値

 ２０．５％ ２２．２％ ３０％以上

※職員が熱意を持って仕事に取り組めているか、組織に対してどの程度愛着を持ってい

るか、自身の成長実感はあるか等を把握する目的で全職員を対象に実施した調査です。

※職員アンケートとは、特定事業主行動計画に基づき、子育て支援等に関する制度利用

及び周知度を把握し、取組の進捗状況を確認することを目的に、全職員を対象に毎年度

実施しているアンケートです。各設問について「そう思う（５点）」「どちらかといえば

そう思う（４点）」「わからない（３点）」「どちらかといえばそう思わない（２点）」「そ

う思わない（１点）」で回答するもので、数値は加重平均で算出します。
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（４）男性職員が進んで子育てに参加していると感じる・・・【未達成】 

 

（５）子育て支援に関する制度がきちんと周知されている・・・【未達成】 

 

（６）育児休業や特別休暇等の制度を気兼ねなく利用できる・・・【未達成】 

 

（７）労働時間は適切で、私生活とのバランスも取れている・・・【未達成】 

 

（８）年間の休日、休暇の取得には満足している・・・【未達成】 

 令和元年度 令和６年度 目標値

 ― ３．２４点 ３．７５点

 令和元年度 令和６年度 目標値

 ３．２５点 ３．４８点 ３．７５点

 令和元年度 令和６年度 目標値

 ２．９８点 ３．２２点 ３．４８点

 令和元年度 令和６年度 目標値

 ３．１６点 ３．１１点 ３．６６点

 令和元年度 令和６年度 目標値

 ３．２４点 ３．５５点 ３．７４点
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◆次世代法第１９条第３項及び女性活躍推進法第１９条第３項に基づく状況把握・課題分析 

（１）職員の男女の給与の額の差異 

○令和６年度　全職員に係る情報 

○令和６年度　任期の定めのない常勤職員に係る情報 

①役職段階別 

②勤続年数別 

　全職員に係る情報を見ると、男性の給与に対する女性の給与の割合が６２．５％と低く

なっていますが、これは全ての職員に占める「任期の定めのない常勤職員以外の職員」の

性別ごとの割合が、男性は約２６％、女性は約６２％であり、相対的に給与水準が低い職

員が女性に偏っているためです。 

任期の定めのない常勤職員に係る情報を見ると、役職段階別ではほとんど差がありませ

 区分 男性の給与に対する女性の給与の割合

 任期の定めのない常勤職員 ８４．７％

 任期の定めのない常勤職員以外の職員 ９０．４％

 全職員 ６２．５％

 役職段階 男性の給与に対する女性の給与の割合

 部長・副部長相当職 １０２．３％

 課長相当職 ９８．７％

 課長補佐相当職 ９６．１％

 係長相当職 ９７．３％

 勤続年数 男性の給与に対する女性の給与の割合

 ３６年以上 ９２．５％

 ３１～３５年 ９０．６％

 ２６～３０年 ９０．５％

 ２１～２５年 ８３．３％

 １６～２０年 ７５．６％

 １１～１５年 ８２．４％

 ６～１０年 ９０．２％

 １～５年 ９０．２％
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んが、勤続年数別で見ると勤続年数１６年～２０年の区分で最も差が大きくなっています。

任期の定めのない常勤職員の給料については、条例で定める給料表に基づき決定されてお

り、同一の級・号給であれば、性別により差異が生じることはありません。差異が生じて

いる要因としては、扶養手当について世帯主となっている男性に支給している場合が多い

ことが考えられます（扶養手当の受給者に占める男性職員の割合は約８３％）。 

 

（２）管理的地位（課長級以上）にある職員に占める女性職員の割合及び各役職段階にあ

る職員に占める女性職員の割合 

前計画では、管理監督職（係長級以上）にある職員に占める女性割合３０％以上を目標

としていましたが、令和６年度の段階では目標値を下回っています。 

政策決定の場に女性が参画することは、行政サービスや政策の質を高めることにつなが

ります。引き続き女性職員の登用を積極的に進めることが重要です。 

なお、職員のエンゲージメント調査によると、「昇任したくない」と回答した人の割合

は、男性が１３．６％、女性が３１．２％と、女性の方が高い結果となりました。昇任し

たくない理由としては「仕事と私生活の両立ができなくなる」「自分の能力に自信がない」

「責任の重い職に就きたくない」の順に多い結果となりました。こういった昇任への不安

を取り除くことが課題です。 

 区分 令和５年度 令和６年度

 部長級・副部長級 １２．５％ ６．７％

 課長級 ８．０％ １３．３％

 課長級以上合計 ９．８％ １１．１％

 課長補佐級 ２０．８％ ２３．８％

 係長級 ３８．５％ ２９．８％

 係長級以上合計 ２４．１％ ２２．２％
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（３）採用した職員に占める女性職員の割合 

　男女それぞれ約半数ずつの割合で採用しており、バランスよく採用を行っていることが

分かります。 

 

（４）離職率の男女の差異及び離職者の年代別男女別割合 

○令和６年度　普通退職者の退職時の年代別・男女別割合 

○令和６年度　普通退職者の退職時の勤務年数別・男女別割合 

性別で見ると、男性職員の方が離職率が高くなっています。また、年代別で見ると２０

代～３０代、勤続年数別でみると１０年以下の若手職員の退職が多い状況であり、そのほ

とんどが転職によるものです。 

退職者数の増加は全国的な傾向として見られるものの、安定した組織運営のためには、

職員一人ひとりが能力を発揮し、長期的に活躍できる職場環境を整備することが重要です。 

職員のエンゲージメント調査によると、「退職・転職を考えている」と回答した職員の

うち、「業務量が多い」ことを理由に挙げた職員が５２．２％と最も多く、「家庭の事情（結

婚・育児・介護等）」は２６．１％でした。 

仕事と家庭の両立支援はもちろんのこと、業務量の軽減が課題となっていることがわか

ります。 

 

 

 区分 令和５年度 令和６年度

 男性 １２名 １８名

 女性 １３名 １７名

 女性割合 ５２．０％ ４８．６％

 区分 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 全体 離職率

 男性 ４ ５ １ ０ １０ ４．２％

 女性 １ ２ ０ ０ ３ １．６％

 区分 5 年未満 5～10 年 11～15 年 16～20 年 20 年超 全体

 男性 ４ ４ ２ ０ ０ １０

 女性 １ １ ０ １ ０ ３
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（５）セクシュアル・ハラスメント等対策の整備状況 

「職員のハラスメント防止等に関する要綱」を定めて運用するとともに、ハラスメント

に関する苦情相談窓口について、庁内グループウェアにて定期的に周知しています。 

また、職員研修として、ハラスメント防止研修を実施しています。 

 

（６）男女別の育児休業取得率及び男女別の育児休業の取得期間の分布状況 

○取得率 

○取得期間の分布状況 

女性の育児休業取得率は継続して１００％となっています。男性の育児休業取得率も近

年大幅に上昇し、１週間以上の取得率を８５％以上とする前計画の目標を達成しています。

一方で、職員アンケートによると「男性職員が進んで子育てに参加していると感じる」と

いう項目は目標値に届いていません。このことから、制度の利用促進は一定程度進んでい

るものの、男性職員の育児への主体的かつ継続的な参加にはつながっていない可能性があ

ります。今後は取得率だけでなく、取得期間や復職後の勤務実態等も踏まえ、男性職員が

継続して子育てに参加できる環境整備を進める必要があります。 

 区分 令和５年度 令和６年度

 男性 ６３．６％ ８７．５％

 女性 １００％ １００％

 
区分

令和５年度 令和６年度

 男性 女性 男性 女性

 １週間未満 ０人 ０人 ０人 ０人

 １週間以上２週間未満 ０人 ０人 ０人 ０人

 ２週間以上１月以下 ６人 ０人 ５人 ０人

 １月超３月以下 １人 ０人 １人 ０人

 ３月超６月以下 ０人 ０人 ０人 ０人

 ６月超９月以下 ０人 １人 ０人 ０人

 ９月超１２月以下 ０人 １人 １人 ０人

 １２月超２４月以下 ０人 ４人 ０人 ０人

 ２４月超 ０人 ７人 ０人 ８人
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（７）男性職員の出産補助休暇及び育児参加休暇の取得率及び取得期間の分布状況 

○取得率 

○合計取得日数の分布状況 

いずれか又は両方を取得した職員は、令和６年度では１００％となっています。しかし

ながら、合計取得日数の分布状況を見ると、全ての日数（８日間）を取得できている職員

は少数となっています。職員アンケートの「育児休業や特別休暇等の制度を気兼ねなく利

用できる」という項目について、そう思わないと回答している職員が一定数いることから

も、制度の利用環境について課題があることがわかります。今後は、育児休業とあわせて、

これらの特別休暇も気兼ねなく利用できるような職場環境づくりを進めていく必要があり

ます。 

 

（８）職員の各月ごとの平均時間外勤務時間及び時間外勤務の上限を超えた職員数 

○令和６年度　各月ごとの平均時間外勤務時間 

○令和６年度　時間外勤務の上限を超えた職員数 

　時間外勤務には、選挙事務や災害対応も含まれているため、該当の業務が発生した場合

は時間外勤務が多くなります。また、年度の切り替え時期である３月や４月は、引き継ぎ

 令和５年度 令和６年度

 出産補助休暇 １０人 ５人

 育児参加休暇 ７人 ５人

 いずれか又は両方を取得 １０／１１人（90.9％） ８／８人（100％）

 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 平均

 Ｒ５ ０人 １人 ２人 ０人 ２人 ２人 ２人 １人 5.2 日

 Ｒ６ ０人 ０人 ３人 １人 ２人 ０人 １人 １人 4.8 日

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月

 26.1 時間 19.8 時間 17.7 時間 18.1 時間 16.7 時間 18.7 時間 32.5 時間

 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 平均

 19.3 時間 14.0 時間 17.1 時間 20.4 時間 25.0 時間 20.5 時間

 単月上限 年間上限

 ９０人 ３９人
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等の事務が発生するため時間外勤務が多くなる傾向があります。職員アンケートの「労働

時間は適切で、私生活とのバランスも取れている」という項目について、目標設定時より

も数値が下がっており、職員の実感として、時間外勤務が多い現状が伺えます。長時間労

働は職員のワークライフバランスに影響を与えるだけでなく、健康管理の観点からも大き

な問題です。長時間労働の是正に向け、業務の進め方の見直しや適切な労務管理を徹底す

る必要があります。前述したとおり、業務量の多さは昇任への不安や離職のきっかけにつ

ながり得ることからも、適切な管理が必要です。 

 

（９）年次有給休暇の平均取得日数 

　年次有給休暇の平均取得日数を１２．０日以上とする前計画の目標値を上回っています。

一方で、職員アンケートによると、「年間の休日、休暇取得日数に満足していない」と回答

している職員も一定数います。民間企業においては年間５日以上の年次有給休暇の取得が

義務付けられていることも踏まえ、当市においても、全ての職員がワークライフバランス

を保つために必要な休暇を取得することのできる環境づくりが求められます。 

 令和５年度 令和６年度

 １３．７日 １３．５日
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６　具体的な取組 

現状と課題を踏まえて、下記の取組を行います。 

【取組全体図】 

次世代法及び女性活躍推進法に基づく取組は、下図のとおり、それぞれ密接に関係する

３つの項目とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

働きやすい職場環境づくり  

（１）時間外勤務の管理適正化 

時間外勤務の上限規制制度の実効的な運用等により、職員の健康保持及び公務能率

の向上を図るため、「時間外勤務の管理適正化等に関する取組」を徹底します。 

具体的には、時間外勤務の事前命令やノー残業デーの実施の徹底を通じ、計画的で

メリハリのある働き方を推進するとともに、時間外勤務についての要因分析及び今後

の時間外勤務抑制のための取組の検討により、時間外勤務時間の適正化に努めます。 

また、市役所本庁舎等の開庁時間の短縮を行い、開庁前の準備や閉庁後の片付け、

開庁時間中に対応しきれなかった窓口対応等により発生している恒常的な時間外勤務

の縮減を図るとともに、業務の効率化や見直しに取り組むための時間を確保します。 

（２）年次有給休暇の取得促進 

年次有給休暇の最低取得日数を５日とし、心身の疲労回復が図れるよう計画的な取
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得を促します。あわせて、年末年始等の長期休暇との連続取得を奨励します。 

（３）管理職のマネジメント力の向上 

職員一人ひとりが能力を発揮し、安心して働き続けられる職場環境の実現に向け、

日常的な所属運営の要である管理職のマネジメント能力向上を目的とした研修を実施

します。 

（４）ハラスメントの防止 

「職員のハラスメント防止等に関する要綱」に基づき、相談窓口の周知や研修を行

い、職員が相互に尊重し合う良好な関係のもとで業務を行うことができる環境づくり

を進めます。 

 

女性職員の活躍推進  

（１）女性職員の採用及び登用促進 

採用案内パンフレットや市ホームページ等を通じて、女性職員が活躍している姿や、

仕事と家庭を両立できる職場環境であることを発信する等、職員採用試験における女

性受験者数の更なる拡大を図ります。 

また、引き続き女性職員の管理監督職への登用を積極的に進めます。 

（２）女性職員のキャリア形成支援 

男女共同参画について理解を深めるための職員研修を実施し、アンコンシャス・バ

イアス（無意識の思い込みや固定的な性別役割分担意識）を解消することで、職員が

性別に左右されることなく自らのキャリアを形成できる基盤を整備します。 

また、女性管理職が講師となる研修を実施し、女性職員が将来のキャリア像を具体

的に描ける機会を提供することで、若手職員のキャリア形成を支援します。 

さらに、適切な人事評価と本人へのフィードバックを通じて、女性職員の能力発揮

及びキャリア形成を支援し、昇任への不安を解消します。 

（３）育児休業からの復帰者への支援 

長期育児休業取得者に対しては、職場復帰に関する意向を把握するため、定期的に

アンケート調査を実施するとともに、「吉川市職員のための「仕事と子育て」「仕事と

介護」の両立支援ハンドブック」の内容を周知し、円滑な職場復帰を支援します。 
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仕事と家庭の両立支援  

（１）制度の拡充及び周知 

国家公務員における制度改正の動向や、多様化する職員のニーズを踏まえ、仕事と

家庭の両立支援制度の一層の充実を図ります。 

また、「吉川市職員のための「仕事と子育て」「仕事と介護」の両立支援ハンドブッ

ク」の定期的な周知及び更新を行うとともに、適宜取得勧奨を行います。 

（２）仕事と子育ての両立支援 

育休取得意向確認シートを導入し、所属長による面談及び業務体制の事前調整を行

うことで、取得希望の早期把握と円滑な業務運営の確保を図り、職員が安心して育児

休業を取得できる職場環境を整備します。 

また、男性長期育児休業取得者の体験談を紹介することで、職場内での相互理解や

相互支援を促進し、制度が利用しやすい職場風土を醸成します。 

（３）仕事と介護の両立支援 

仕事と介護の両立支援制度については、職員が将来的な介護の可能性を見据え、あ

らかじめ制度内容を理解し適切に備えることができるよう、４０歳到達時を一つの節

目として計画的な周知を実施します。 

 

７　数値目標 

　先に示した取組により達成すべき目標を次のとおり設定します。 

 内容 令和６年度（現状） 令和１２年度（目標）

 職員（管理職以外）一人当たりの

年間の時間外勤務時間数

２４５．５時間 １９６．４時間以下 

（２０％減）

 年次有給休暇の平均取得日数 １３．５日 １４日以上

 管理職に占める女性割合 課長級以上：１１．１％ 課長級以上：１５％以上

 係長級以上：２２．２％ 係長級以上：３０％以上

 男性職員の育児休業取得率 ２週間以上：８７．５％ ２週間以上：８５％以上

 １月以上：２５．０％ １月以上：５０％以上


